
 

 

令和４年度 第１回鴻巣市環境審議会 次第 

 

日 時：令和４年１０月２５日（火） 

午前１０時１５分～ 

場 所：鴻巣市役所理事者控室 

 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 市長あいさつ 

４ 事務局自己紹介 

 

５ 諮問  「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」について 

 

６ 議事  「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」について 

 

    （１）地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の改定について 

 

    （２）地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の改定スケジュール（案） 

について 

７ その他（事務連絡等） 

８ 閉会 
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○鴻巣市環境審議会条例 

平成６年12月22日条例第35号 

改正 

平成15年３月14日条例第１号 

平成17年９月22日条例第137号 

平成21年３月13日条例第１号 

平成25年３月28日条例第19号 

平成27年３月27日条例第１号 

 

鴻巣市環境審議会条例 

（設置） 

第１条 環境基本法（平成５年法律第91号）第44条及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和45年法律第137号）第５条の７の規定に基づき、鴻巣市環境審議会（以下「審議会」

という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。 

(１) 環境保全の基本的事項に関すること。 

(２) 一般廃棄物の排出の抑制及び一般廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、

処分等の処理に関すること。 

(３) その他前２号で必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 識見を有する者 

(２) 関係行政機関を代表する者 

(３) 関係団体を代表する者 

(４) 公募による市民 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

４ 審議会は、必要があると認めるときは、会議への関係者の出席又は資料の提供を求める

ことができる。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、環境経済部環境課において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

１ この条例は、平成７年２月１日から施行する。 

２ 鴻巣市公害対策委員会条例（昭和44年鴻巣市条例第25号）は、廃止する。 

附 則（平成15年条例第１号） 

この条例は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年条例第137号） 

この条例は、平成17年10月１日から施行する。 

附 則（平成21年条例第１号） 

この条例は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年条例第19号） 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月27日条例第１号） 

この条例は、平成27年４月１日から施行する。 



（敬称略・順不同）

選出

区分
団体等名称 氏　　名 ふりがな 備考

埼玉県環境科学国際センター

研究所長
大 原 利 眞 おおはら　としまさ

鴻巣市立小・中学校長研究協議会

鴻巣市立鴻巣北小学校長
藤 村 郁 夫 ふじむら　いくお

国土交通省関東地方整備局

荒川上流河川事務所　河川環境課長
野 口 典 孝 のぐち　のりたか

埼玉県環境部中央環境管理事務所

所長
成 尾 耕 治 なりお　こうじ

一般社団法人鴻巣市商工会

女性部部長
佐藤 百合子 さとう　ゆりこ

鴻巣市くらしの会

会長
白 石 明 子 しらいし　あきこ

鴻巣市環境衛生連合会

役員
寺 﨑 孝 雄 てらさき　たかお 会長

鴻巣市農業委員会

農業委員
松 本 信 次 まつもと　のぶじ

公募委員 吉 田 征 人 よしだ　ゆくひと

公募委員 山口 滿里子 やまぐち　まりこ

公募委員 緣 本 和 博 えんもと　かずひろ

公募委員 池澤 喜久二 いけざわ　きくじ 副会長

公募委員 伊 藤 鋳 義 いとう　かねよし

任期：令和３年２月１日から令和５年１月３１日まで

識
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関
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員

鴻巣市環境審議会委員名簿



 

 

鴻巣市環境審議会傍聴規程  

 

（趣旨）  

第１条  この規程は、鴻巣市環境審議会の会議の傍聴に関し必要な事項を

定めるものとする。  

（傍聴人の定員）  

第２条  傍聴人の定員は、会場の都合により定めるものとする。  

（傍聴の手続）  

第３条  鴻巣市環境審議会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所及

び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。  

２  傍聴希望者が第２条で定める定員を超えるときは、抽選により傍聴

人を決定する  

（傍聴席への入場禁止）  

第４条  次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができな

い。  

⑴  酒気を帯びていると認められる者  

⑵  前号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼす

と認められる者  

（傍聴人の禁止行為）  

第５条  傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。  

⑴  みだりに傍聴席を離れること。  

⑵  私語、談話、拍手等をすること。  

⑶  議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。  

⑷  飲食又は喫煙をすること。  

⑸  帽子をかぶること。  

⑹  携帯電話を使用すること。  

⑺  傍聴席において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をすること。

ただし、議長の許可を受けた場合は、この限りでない。  

⑻  前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をするこ

と。  

（傍聴人の退場）  

第６条  傍聴人は、会議を公開しない議決があったときは、速やかに退場

しなければならない。  

（議長の指示）  

第７条  この規程に定めるもののほか、傍聴人は、議長の指示に従わなけ

ればならない。  

（違反に対する措置）  

第８条  傍聴人がこの規程に違反するときは、議長はこれを制止し、その

命令に従わないときは、これを退場させることができる。  

 

附  則  

この規程は、平成２９年１０月４日から施行する。  



資料１－１



































鴻巣市部門別CO2排出量現況推計 【資料２】
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非エネルギー起源
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出典）【環境省】部門別CO2排出量の現況推計　より

１．エネルギー起源の二酸化炭素排出量を掲載

２．「業務その他」は、飲食サービス業、医療・福祉、教育・学習支援業、卸売業・小売業等
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【資料３－１】 

地球温暖化対策実行計画（区域施策編）改定のための 

市民アンケート調査へのご協力のお願い（案） 

 

アンケート調査をお願いする市民の皆さまへ 

 

平素は、本市の環境行政にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。 

本市では、来年度以降の地球温暖化対策の実行に向けた具体的な施策を示す「鴻巣市地球温暖化対策実行計

画（区域施策編）」（以下「実行計画」）を今年度見直す予定です。 

今回のアンケート調査は、実行計画の策定にあたって、地球温暖化対策への市民の皆さまの意識・取組状況

や、本市の地球温暖化対策の各種施策への関心などについて調査を行い、今後の施策検討のための基礎資料と

して活用する目的で実施するものです。 

つきましては、ご多忙のところ大変恐縮ですが、趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願い申

し上げます。 

 

令和４年〇月 

 

鴻巣市 

 

 

≪アンケートに関するお問合せ先≫ 

鴻巣市環境経済部環境課 計画担当：前田、稲垣 

〒365-86０1 鴻巣市中央 1 番 1 号（本庁舎 1 階） 

電話：048－541－1321（代表） 

内線：3125 

E メール：kankyo@city.kounosu.saitama.jp 

  

【アンケートの取扱について】 

１．このアンケートは、18 歳以上の市民の皆さまの中から無作為に選ばれた 1,000 人の方を対象に調

査票をお送りしています。 

２．無記名でお答えいただき、全てのお答えをコンピュータで統計的に処理した上でとりまとめますので、

各個人のお答えの内容が明らかになることはありません。 

３．回答の内容を上記の目的である基礎資料以外に使用することはありません。 

【ご記入にあたって】 

このアンケートは、封筒の宛名のご本人がお答えください。なお、ご家族等が代筆することは差し支えあ

りません。 

【返送について】 

お答えいただいた調査票は、令和４年〇月〇日までに、同封の返信用封筒に入れて、郵便ポストに投函し

てください。切手は不要です。 

mailto:kankyo@city.kounosu.saitama.jp
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【地球温暖化への関心についておたずねします】 

 

問１ 「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する二酸化炭素（CO2）などの温室効果ガスが大気中で増

加することにより、地上などの温度が上昇する現象を言います。あなたは地球温暖化に関心がありますか。

あてはまるものに 1 つだけ〇をつけてください。 

１．非常に関心がある 

２．ある程度関心がある 

３．あまり関心がない 

４．関心がない 

５．どちらともいえない、わからない 

 

問２ 現在、あなたのお住いの地域で地球温暖化が進んでいると感じますか。 

１．感じる 

２．感じない 

３．どちらともいえない、わからない 

 

問３．あなたは、地球温暖化対策についてどのように考えていますか。あてはまるものに 1 つだけ〇をつけて

ください。 

１．個人としては重要であるし、行政が積極的に対応すべきである 

２．個人としては重要であるが、行政が積極的に対応することではない 

３．個人としては重要ではないが、行政が積極的に対応すべきである 

４．個人としては重要ではなく、行政が積極的に対応することでもない 

５．どちらともいえない、わからない 

 

問４ あなたは「ゼロカーボン」、「脱炭素」、「カーボンニュートラル」について知っていますか。あてはまる

ものに 1 つだけ〇をつけてください。 

１．言葉も内容も知っている 

２．言葉を聞いたことはあるが、内容はよくわからない 

３．知らない（聞いたこともない） 

 

問５ 以下の１～３の設問について、あなたのお考えに最も近い番号に 1 つだけ〇をつけてください。 

№ 内容 
とても 

そう思う 

やや 

そう思う 

どちら 

でもない 

あまりそう 

思わない 

全くそう 

思わない 

１ 
地球温暖化による影響が、私たちの

生活に迫りつつある 
１ ２ ３ ４ ５ 

２ 

地球温暖化の原因は、便利で快適な

生活（電気、ガスの使用、自動車使

用など）でエネルギーを大量に消費

していることである 

１ ２ ３ ４ ５ 

３ 

私たちが、省エネや、太陽光発電・

風力発電等の再生可能エネルギー

導入に取り組むことで、地球温暖化

を抑制することができる 

１ ２ ３ ４ ５ 
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【地球温暖化に関する情報の入手先についておたずねします】 

 

問６ あなたは地球温暖化についての情報、知識をどこで知りましたか。あてはまるもの全てに〇をつけてく

ださい。 

１．新聞          ２．テレビ・ラジオ      ３．雑誌・書籍 

４．ポスターやチラシ    ５．パンフレット       ６．広報こうのす「かがやき」 

７．市のホームページ    ８．ＳＮＳ          ９．イベントやセミナー等 

10．勤務先・取引先など仕事を通じて      11．地域団体やその活動を通じて 

12．こどもの学習教材等            13．その他（                ） 

 

【電力・ガスの小売り自由化についておたずねします】 

 

問７ 2016 年 4 月から電気の、2017 年 4 月からガスの小売業への参入が全面自由化され、一般家庭でも

様々な電力会社やガス会社と契約できるようになりました。あなたのご家庭では、電力やガスの小売り自

由化に伴い、電力・ガスの購入先を変更または見直しましたか。それぞれあてはまるものに 1 つだけ〇を

つけてください。 

電力の購入先 ガスの購入先 

１．変更した 

２．変更していないが、今後見直す予定である 

３．検討したが、見直しはしなかった 

４．今後も見直す予定はない 

５．わからない 

１．変更した 

２．変更していないが、今後見直す予定である 

３．検討したが、見直しはしなかった 

４．今後も見直す予定はない 

５．わからない 

 

問８ 【問７で「１．変更した」、「２．変更していないが、今後見直す予定である」と回答した方におたずね

します】変更した、または見直しの理由として重視したことを全て選び、記入欄に番号をご記入ください。 

１．コストが安くなるかどうか 

２．再エネ（太陽光発電や風力発電）等の地球環境に配慮した発電（供給）方式か 

３．規模が大きいなど、信頼できる会社かどうか 

４．その他（                                          ） 

 

電力記入欄： 

 

ガス記入欄： 

 

問９ 【問７で「３．検討したが、見直しはしなかった」、「４．今後も見直す予定はない」と回答した方にお

たずねします】変更しなかった、または見直す予定がない理由として重視したことを全て選び、電力・ガ

スのそれぞれについて、記入欄に番号をご記入ください。 

１．コストがそれほど安くならなかった 

２．環境に配慮した発電（供給）方式をとっているかわからなかった 

３．知らない会社で、信頼できる会社を見つけることができなかった 

４．自分の生活スタイルとあっている料金ブランがなかった 

５．その他（                                          ） 

 

電力記入欄： 

 

ガス記入欄： 
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【省エネ設備・機器等の購入についておたずねします】 

 

問１０ 以下の表に示した省エネルギー・新エネルギー設備の導入状況について、あなたのご家庭での状況に

最も近いものの数字に〇をつけてください。 

省エネ・新エネ設備 

す
で
に
導
入 

価
格
が
少
し
高
く

て
も
今
後
導
入
し

た
い 

価
格
が
従
来
品
と

同
程
度
で
あ
れ
ば

導
入
し
た
い 

助
成
が
あ
れ
ば
導

入
し
た
い 

導
入
予
定
が
な
い 

省エネタイプの冷蔵庫 １ ２ ３ ４ ５ 

省エネタイプのエアコン １ ２ ３ ４ ５ 

省エネタイプのテレビ １ ２ ３ ４ ５ 

LED 照明設備 １ ２ ３ ４ ５ 

太陽光発電システム 
家の屋根などに設置した太陽電池パネルで電気を作るシステム 

１ ２ ３ ４ ５ 

太陽熱温水器 
家の屋根などに設置した集熱パネルでお湯を作るシステム 

１ ２ ３ ４ ５ 

家庭用蓄電池 
昼間に太陽光で発電した電力や夜間電力を蓄え、必要に応じて活用す

るシステム 

１ ２ ３ ４ ５ 

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム 

（エネファーム） 
空気中の酸素とガスから取り出した水素で発電し、発電時に出る熱を

利用してお湯を作るシステム 

１ ２ ３ ４ ５ 

次世代自動車 
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料自動車など走行時

に温室効果ガスの排出が少ない、または全く排出しない自動車 

１ ２ ３ ４ ５ 
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【再生可能エネルギーの活用についておたずねします】 

 

問 1１ あなたは、今後ご自宅へ再生可能エネルギーを導入したいと思いますか。あてはまるものに 1 つだ

け〇をつけてください。また、「２．導入したいが自宅では難しい」「３．導入したいと思わない」と回答

された方は、その理由について、当てはまるもの全てに〇をつけてください。 

１．導入したい           ２．導入したいが自宅では難しい 

３．導入したいと思わない      ４．既に導入している 

５．その他（                                        ） 

※２または３に〇をつけた方は、下の【理由】をご回答ください 

【理由】 

１．初期費用を回収できるかどうかわからない 

２．住宅の構造（耐震性や屋根の形状等）で設置が難しい 

３．密集地である、太陽光が十分に当たらないなどの理由で設備の有効活用が難しい 

４．共同住宅や賃貸住宅で設置が難しい 

５．安心して相談できる業者がいない 

６．設置後の雨漏りなどが不安 

７．設置を検討する機会がない 

８．その他（                                        ） 

 

【自動車・交通についておたずねします】 

 

問 1２ ご家庭での自動車の利用状況についておたずねします。 

 

（１）あなたのご家庭では自動車を保有されていますか。あてはまるものに１つだけ〇をつけてください。 

１．２台以上保有している    ２．1 台保有している    ３．保有していない 

 

（２）【問 1２（１）で１または２を選んだ方におたずねします】保有している自動車の種類について、あて

はまるもの全てに〇をつけてください。 

１．ガソリン車・ディーゼル車    ２．電気自動車      ３．プラグインハイブリッド自動車 

４．ハイブリッド自動車       ５．燃料電池自動車  ６．その他の自動車 

 

（３）【問 1２（１）で１または２を選んだ方におたずねします】保有されている自動車の利用状況について、

あてはまるものに 1 つだけ〇をつけてください。 

１．週 5 日以上利用している       ２．週３、４日程度利用している 

３．週に１、２回程度利用している    ４．週に１回未満利用している 

 

（４）全ての方におたずねします。あなたが自動車利用を減らすためには、どのようなことが有効だと考えま

すか。あてはまるもの全てに〇をつけてください。 

１．公共交通機関の利便性の向上         ２．まちなかでの駐輪場の整備 

３．レンタサイクルの推進            ４．公共交通料金への補助 

５．二酸化炭素削減量に応じた優遇策の導入    ６．カーシェアリングの普及 

７．自動車は利用しない 

８．その他（                                         ） 
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【地球温暖化対策の行動についておたずねします】 

 

問 1３ 家庭でできる地球温暖化対策についておたずねします。あなたのご家庭では、以下の１～１２の行動

に取り組んでいますか。それぞれあてはまるものに 1 つだけ〇をつけてください。なお、「今後は取り組

みたい」の今後とは、数年以内をさしています。 

№ 行動 
取り組ん 

でいる 

今後は 

取り組み 

たい 

取り組む 

予定は 

ない 

１ 
エアコンやパソコンなどの家電製品を長時間使わないときは、

コンセントからプラグを抜いている 
１ ２ ３ 

２ 
テレビを見ないときや、人のいない部屋の電気などは、こまめ

に消している 
１ ２ ３ 

３ 
家族が続けて風呂に入る、風呂にふたをする、シャワーの出し

っぱなしをやめる等、こまめに取り組んでいる 
１ ２ ３ 

４ 
冷蔵庫への詰め過ぎや、必要以上の開閉をしないよう気をつけ

ている 
１ ２ ３ 

５ 
夏期の室温は 28℃、冬季の室温は２０℃を目安に、エアコン

の温度を設定している 
１ ２ ３ 

６ 
家庭内の照明（全ての部屋またはリビングなどの居室）は LED

照明を使用している 
１ ２ ３ 

７ 
エネルギーの見える化機器（HEMS）や家計簿などを見て、エ

ネルギー消費量を把握している 
１ ２ ３ 

８ 緑のカーテンやすだれなど、日差しを遮る工夫をしている １ ２ ３ 

９ 買い物のときはエコバッグ（マイバッグ）を持参している １ ２ ３ 

10 
車を運転するときは、エコドライブ（「ふんわりアクセル」や「加

減速の少ない運転」など）に努めている 
１ ２ ３ 

11 
マイカーの利用を控え、積極的に自転車や公共交通機関を利用

している 
１ ２ ３ 

12 
環境保全に関する地域活動（清掃活動、打ち水、植樹等）に参

加している 
１ ２ ３ 
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【地球温暖化対策に関する市の取組についておたずねします】 

 

問１４ あなたは、鴻巣市が市域から発生する二酸化炭素排出量を２０５０年までに実質ゼロとする「鴻巣市

ゼロカーボンシティ宣言」を表明したことを知っていますか。あてはまるものに 1 つだけ〇をつけてくだ

さい。 

１．知っている   

２．聞いたことはあるが、内容はよくわからない   

３．知らない（はじめて聞いた） 

 

問 1５ あなたは、地球温暖化対策、脱炭素社会の実現に向けて、市が優先的に取り組むべきことは何だと考

えますか。あてはまるものに 3 つまで〇をつけてください。 

１．省エネ家電の普及促進 

２．省エネ住宅の普及促進 

３．太陽光発電、風力発電、太陽熱利用など、再生可能エネルギーの利用促進 

４．電気自動車や燃料電池自動車などのクリーンエネルギー自動車の普及促進 

５．プラスチックのリサイクルや使用削減など、資源の有効利用の促進 

６．コミュニティバスなどの公共交通機関の充実など、マイカー以外の交通手段の普及 

７．CO2 の吸収源となる植樹や樹木の維持管理の促進 

８．地球温暖化防止に役立つ技術開発 

９．環境に配慮した企業活動、産業活動の促進 

１０．市民、団体などによる率先した地球温暖化防止活動の促進 

1１．地球温暖化についての情報提供や広報活動の促進 

1２．学校や地域などにおける環境学習の充実 

1３．地球温暖化対策を行うことが家計の助けになるような仕組みづくり 

1４．わからない 

1５．その他（                                        ） 
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【地球温暖化の影響についておたずねします】 

 

問 1６ あなたが日常生活を送る中で、地球温暖化が進んでいると感じますか。あてはまるもの全てに〇をつ

けてください。また、そのほかに具体的な影響が出ていると思うことがあればご記入ください。 

１．猛暑日や熱帯夜の日数が増えた 

２．降雪の減少や暖冬だと感じることが増えた 

３．熱中症になる人が増えた 

４．豪雨など異常気象が増えた 

５．桜の開花や紅葉の時期が変わってきた 

６．今まで見られなかった動植物が見られるようになった 

７．今までふつうに見られた動植物が見られなくなった 

８．特に地球温暖化の影響を感じたことはない 

【影響が出ていると思うことがあればご記入ください】 
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【あなたご自身についておたずねします】 

 

問 1７ あなたご自身やご家族についておたずねします。それぞれあてはまるものに 1 つだけ〇をつけてく

ださい。 

①年代 
１．10 代  ２．20 代   ３．30 代   ４．40 代 

５．50 代  ６．60 代   ７．70 代   ８．80 代以上 

②世帯人数 １．1 人  ２．2 人  ３．3 人  ４．4 人  ５．５人以上 

③住居の形態 

１．一戸建て（持ち家）      ２．一戸建て（賃貸） 

３．マンション（持ち家）     ４．マンション（賃貸） 

５．アパート 

６．その他（                    ） 

④鴻巣市の居住年数 
１．１年未満    ２．１年以上５年未満   ３．５年以上１０年未満 

４．１０年以上２０年未満  ５．２０年以上 

⑤お住いの地区 

１．鴻巣地区（富士見町を含む） 

２．箕田地区 

３．赤見台地区 

４．田間宮地区 

５．馬室地区 

６．松原地区 

７．笠原地区 

８．常光地区 

９．吹上本町、筑波地区 

１０．南、吹上、吹上富士見、大芦地区 

１１．榎戸、荊原、北新宿、新宿地区 

１２．鎌塚、下忍、袋地区 

１３．前砂、明用、三町免、小谷地区 

１４．屈巣地区 

１５．広田地区 

１６．共和地区 

⑥性別 （               ）  

 

問 1８ 地球温暖化についてのご意見やアイデアがございましたら、ご記入ください 

 

 

お忙しい中、ご協力いただきありがとうございました。 

同封の封筒で〇月〇日までにポストへ投函してください。切手は不要です。 



【資料３－２】 

地球温暖化対策実行計画（区域施策編）改定のための 

事業所アンケート調査へのご協力のお願い（案） 

 

アンケート調査をお願いする事業所の皆さまへ 

 

平素は、本市の環境行政にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。 

本市では、来年度以降の地球温暖化対策の実行に向けた具体的な施策を示す「鴻巣市地球温暖化対策実行

計画（区域施策編）」（以下「実行計画」）を今年度見直す予定です。 

今回のアンケート調査は、実行計画の改定にあたって、地球温暖化対策への市内事業者の皆さまの意識・

取組状況や、本市の地球温暖化対策の各種施策への関心などについて調査を行い、今後の施策検討のための

基礎資料として活用する目的で実施するものです。 

つきましては、ご多忙のところ大変恐縮ですが、趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願い

申し上げます。 

 

令和４年〇月 

 

鴻巣市 

 

≪アンケートに関するお問合せ先≫ 

鴻巣市環境経済部環境課 計画担当：前田、稲垣 

〒365-86０1 鴻巣市中央 1 番 1 号（本庁舎 1 階） 

電話：048－541－1321（代表） 

内線：3125 

E メール：kankyo@city.kounosu.saitama.jp 

  

【アンケートの取扱について】 

１．このアンケートは、市内の事業所の中から、100 事業所を対象に調査票をお送りしています。 

２．全てのお答えをコンピュータで統計的に処理した上でとりまとめますので、各事業者の情報やお答え

の内容が明らかになることはありません。 

３．回答の内容を上記の目的である基礎資料以外に使用することはありません。 

【ご記入にあたって】 

このアンケートは、封筒の宛名の事業所で地球温暖化対策等をご担当の方がお答えください。なお、担当

が決まっていない場合は、総務等をご担当の方がお答えください。 

【返送について】 

お答えいただいた調査票は、令和４年〇月〇日までに、同封の返信用封筒に入れて、郵便ポストに投函し

てください。切手は不要です。 

mailto:kankyo@city.kounosu.saitama.jp
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【貴事業所の概要についてお聞きします】 

 

問 1 貴事業所の概要についてお尋ねします。それぞれあてはまるものに 1 つだけ〇をつけてください。 

会
社
全
体
に
つ
い
て 

①貴事業者の業種 

１．農業、林業          ２．漁業 

３．鉱業、採石業、砂利採取業   ４．建設業 

５．製造業            ６．電気・ガス・熱供給・水道業 

７．情報通信業           ８．運輸業、郵便業 

９．卸売業、小売業          10．金融業、保険業 

11．不動産業、物品賃貸業    12．学術研究、専門・技術サービス業 

13．宿泊業、飲食サービス業   14．生活関連サービス業、娯楽業 

15．教育、学習支援業            16．医療、福祉 

17．複合サービス事業       18．サービス業(他に分類されないもの)  

19．公務(他に分類されるものを除く)20．その他（          ） 

ア
ン
ケ
ー
ト
送
付
事
業
所
に
つ
い
て 

②貴事業所の 

従業者数 

１．１～９人     ２．10～29 人      ３．30～49 人 

４．50～99 人    ５．100～299 人    ６．300 人以上 

③事業所の 

位置づけ 

１．本社・本店       ２．支社・支店 

３．工場・作業所      ４．倉庫等 

５．その他（                            ） 

④環境マネジメン

トシステム（EMS）

の取得 

１．ISO14001 を取得している 

２．KES やエコアクション 21 などの EMS を取得している 

３．以前は取得していたがやめた 

４．取得していない 

⑤CSR（企業の社会

的責任）活動の取組 

１．現在取り組んでいる        ２．今後、取り組む計画がある 

３．興味はあるが、取り組んでいない 

４．今のところ取り組む予定はない 

⑥自動車保有台数

（事業・営業・作業

用） 

１．ガソリン車   台          ２．ディーゼル車   台 

３．LP ガス車   台            ４．ハイブリッド車   台 

５．プラグインハイブリッド車   台   ６．電気自動車   台 

７．その他    台           ８．自動車を保有していない 

 

  



鴻巣市 地球温化対策実行計画策定のための事業所アンケート調査 

 

2 

 

【貴事業所のエネルギー消費や温室効果ガス排出量についてお聞きします】 

 

問２ 貴事業所は、省エネルギーに関する目標を設定されていますか。あてはまるもの全てに〇をつけてく

ださい。 

１．エネルギー消費量の削減目標を設定している 

２．温室効果ガス排出量の削減目標を設定している 

３．その他（例：製造品出荷額当たりの温室効果ガス排出量など） 

（                                            ） 

４．目標は設定していない 

 

 

問３ 以下の数値の把握状況についてお伺いします。 

 次の項目ごとにあてはまるものを１つ選び、その番号に〇をつけてください。 

 

詳
細
を
把
握
し
て
い
る 

お
お
よ
そ
把
握
し
て
い
る 

把
握
し
て
い
な
い 

該
当
し
な
い 

エネルギー使用量 

電気使用量 １ ２ ３ ４ 

ガス使用量 １ ２ ３ ４ 

灯油、軽油、その他燃料の使用量 １ ２ ３ ４ 

車両の利用 
車両の年間走行距離 １ ２ ３ ４ 

車両の年間燃料消費量 １ ２ ３ ４ 

エネルギーの使用と車両の利用による温室効果ガスの排出量 １ ２ ３ ４ 

 

 

問４ 貴事業所のエネルギー使用量（総量）は 2013 年度（2013 年度以降に営業を開始した場合は、その

年度）からどの程度削減しましたか。あてはまるものに 1 つだけ〇をつけてください。 

１．約 50％以上削減した         ２．約 20％～50％未満削減した 

3．約 1％以上～20％未満削減した     ４．増加した（約      ％） 

５．わからない 

６．その他（                                        ） 
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問５ 貴事業所は、2030 年度の温室効果ガス排出量削減目標である 2013 年度比でマイナス４6%を達成

できる見込みですか。あてはまるものに 1 つだけ〇をつけてください。 

 

１．すでに達成している        ２．達成できる見込みである 

3．達成は困難である         ４．わからない 

５．その他（                                        ） 

 

 

【社内の地球温暖化対策の取組体制についてお聞きします】 

 

問６ 貴事業所には、地球温暖化対策の推進の中核となる組織がありますか。あてはまるものに 1 つだけ〇

をつけてください。 

１．専任の組織がある 

２．設ける予定である 

３．特に設けていない 

４．その他（                                       ） 

 

【地球温暖化対策に関する製品やサービスの提供の状況についてお聞きします】 

 

問７ 貴事業所では、省エネに役立つ製品やサービスの提供を行っていますか。あてはまるものに 1 つだけ

〇をつけてください。 

１．サービスや製品を開発し、提供している、または開発はしていないが提供している 

２．現在提供に向けて取り組みを進めている 

３．取り組みたいがどのようにしたらよいのかわからない 

４．取り組んでいない・取り組む予定もない 

５．その他（                                       ） 

 

 

問８ 貴事業所では、今後、省エネに役立つサービスの開発・提供の予定がありますか。あてはまるものに

1 つだけ〇をつけてください。 

１．取り組みたい 

２．協力して取り組むパートナーがいれば取り組みたい 

３．取り組みたいがどのようにしたらよいのかわからない 

４．取り組む予定はない 

５．その他（                                       ） 
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問９ 貴事業所では、地球温暖化や環境等に関する以下の制度や取組についてご存じですか。それぞれあて

はまるものに 1 つだけ〇をつけてください。 

 （１）J-クレジット制度 

   ※省エネルギー機器の導入や森林経営などの取組による、CO2 等の温室効果ガスの排出削減量や吸

収量を「クレジット」として国が認証する制度。 

制度について １．言葉も内容も知っている  ２．言葉は知っている  ３．知らない 

参加について 

１．既にクレジット創出者として参加している 

２．今後、クレジット創出者として参加したい 

３．既にクレジット購入者として参加している 

４．今後、クレジット購入者として参加したい 

５．今後、参加したいが難しい（理由：                   ） 

６．参加したいと思わない 

７．わからない 

 

 （２）RE100 

   ※企業が自らの企業活動で使用する電力を 100%再生可能エネルギー由来の電力で賄うことを目指

す国際的な取組 

取組について １．言葉も内容も知っている  ２．言葉は知っている  ３．知らない 

参加について 

１．既に参加している 

２．今後、参加したい 

３．今後、参加したいが難しい（理由：                   ） 

４．参加したいと思わない 

５．わからない 

 

 

問１０ SDGｓや関連した取組の実施状況についてお尋ねします。それぞれあてはまるものに 1 つだけ〇

をつけてください。 

  ※SDGｓ：2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。 

17 のゴール・169 のターゲットから構成されています。 

SDGｓについて １．言葉も内容も知っている  ２．言葉は知っている  ３．知らない 

実施について 

１．既に実施している 

２．現在は実施していないが、今後実施する予定である 

３．実施する予定はない 
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【地球温暖化対策の取組の実施についてお聞きします】 

 

問１１ 貴事業所における地球温暖化対策の取組についてお尋ねします。それぞれあてはまるものに 1 つ

だけ〇をつけてください。なお、「今後は取り組みたい」の今後とは、５年以内をさしています。 

№ 取組 
取り組ん 

でいる 

今後は 

取り組み 

たい 

取り組む 

予定は 

ない 

該当 

しない 

１ 蓄電池の導入 １ ２ ３ ４ 

２ 
電力消費量のモニタリング 

（監視・制御などはしない） 
１ ２ ３ ４ 

３ 
デマンドコントロール、ＦＥＭＳ、ＢＥＭＳ等の導

入 
１ ２ ３ ４ 

４ 照明・空調の運用改善（間引き・消灯・停止等） １ ２ ３ ４ 

５ 
照明・空調に係る高効率機器等の導入（ＬＥＤ照

明、高効率空調等） 
１ ２ ３ ４ 

６ 

生産設備、その他動力など高効率設備の更新（ヒー

トポンプ、高効率冷蔵庫、高効率給湯設備、高効率

ボイラ等） 

１ ２ ３ ４ 

７ 
廃熱利用等エネルギー回収システムの導入（コージ

ェネレーション設備等） 
１ ２ ３ ４ 

８ 建築物の断熱性の向上（屋根遮熱塗装等） １ ２ ３ ４ 

９ 生産工程や設備機器の稼働条件の改善や工夫 １ ２ ３ ４ 

1０ 
夜間・早朝操業等の勤務時間シフトによる昼の電力

消費量のピーク対策 
１ ２ ３ ４ 

1１ 
休日・休暇の活用による電力消費量のピーク対策

（輪番休業、土日の活用等） 
１ ２ ３ ４ 

1２ 
生産時期のシフト、設備の定期検査・修理時期のシ

フト 
１ ２ ３ ４ 

1３ 
年間を通じた勤務時間、勤務スタイルの改善（営業

時間、残業時間の短縮、テレワーク等） 
１ ２ ３ ４ 

1４ エコドライブの徹底 １ ２ ３ ４ 

1５ 
電気自動車、プラグインハイブリッド自動車等のエ

コカーの導入 
１ ２ ３ ４ 

1６ 国内貨物輸送における鉄道輸送の活用 １ ２ ３ ４ 

1７ 
共同配送の実施等による走行距離・燃料消費の削減

等 
１ ２ ３ ４ 

1８ 
外部の専門家によるアドバイス（省エネ診断等）の

導入 
１ ２ ３ ４ 
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№ 取組 
取り組ん 

でいる 

今後は 

取り組み 

たい 

取り組む 

予定は 

ない 

該当 

しない 

19 素材変更など、プラスチックの使用削減 １ ２ ３ ４ 

【上記以外で行っている取組がございましたら、ご記入ください】 

 

 

問１２ 貴事業所で地球温暖化対策の取組を実施した効果についてお尋ねします。あてはまるもの全てに〇

をつけてください。 

１．経費削減効果が大きかった 

２．今後の低炭素化や省エネ推進への基盤ができた 

３．社員の省エネ意識が向上した 

４．社員の技術力向上につながった 

５．省エネ・低炭素化に資する新たな製品・システムの開発への動きが生じた 

６．生産、営業活動に影響が生じた（具体的に：                        ） 

７．顧客サービスに影響が生じた（具体的に：                         ） 

８．人件費などのコストアップが生じた 

９．設備投資や燃料転換などによるコストアップが生じた 

10．設備投資による効果は特になかった 

11．特に取り組みを行っていない 

12．その他（                                       ） 

 

 

問 1３ 貴事業所における再生可能エネルギーの導入状況についてお尋ねします。それぞれあてはまるもの

に 1 つだけ〇をつけてください。なお、「今後は取り組みたい」の今後とは、５年以内をさしていま

す。 

№ 取組 
取り組ん 

でいる 

今後は 

取り組み 

たい 

取り組む 

予定は 

ない 

該当 

しない 

１ 太陽光発電設備の導入 １ ２ ３ ４ 

２ 太陽熱利用システム等再生可能エネルギーの導入 １ ２ ３ ４ 

３ 風力発電設備の導入 １ ２ ３ ４ 

４ 中小・マイクロ水力発電設備の導入 １ ２ ３ ４ 

５ ZEB １ ２ ３ ４ 

６ その他の再エネ設備（            ） １ ２ ３ ４ 
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問 1４ 貴事業所では、これまでに省エネルギー機器や再生可能エネルギーの活用等に関して、国や県、市

の設備投資等に関する補助金を活用しましたか。あてはまるものに 1 つだけ〇をつけてください。 

１．補助金を活用し、設備投資を行った        →問１７へ 

２．補助金は活用していないが、設備投資を行った    

３．省エネルギー機器や再生可能エネルギーに関する設備投資は行っていない   

 

問１５ 貴事業所で補助金を活用しなかった理由についてお尋ねします。当てはまるもの全てに〇をつけて

ください。 

１．設備の導入・更新時期と募集時期のタイミングがあわなかった 

２．募集条件に合致しなかった        ３．申請が煩雑だった 

４．補助金のことを知らなかった       ５．応募したが採択されなかった 

６．必要なかった              ７．活用できる補助金等がなかった 

８．その他（                                       ） 

 

問１６ 貴事業所で省エネルギー機器や再生可能エネルギーの活用等に関する設備投資等を行わなかった理

由についてお尋ねします。あてはまるもの全てに〇をつけてください。 

１．何を行っていいかわからない 

２．対策のための人員が不足している 

３．対策のための費用負担が困難である 

４．経費削減効果が感じられない 

５．社員への省エネ意識が徹底できない 

６．地球温暖化対策を行う必要性が感じられない 

７．その他（                                       ） 

 

問１７ 貴事業所で省エネ設備機器や再生可能エネルギーの導入など、地球温暖化対策を目的とした設備投

資やその他の地球温暖化対策を行っていくための条件をお尋ねします。あてはまるもの全てに〇をつけ

てください。 

１．正確な導入効果の予測        ２．設備費用負担の軽減（価格低下など） 

３．資金の確保             ４．既存の設備機器の耐用年数経過 

５．業績の先行き安定          ６．機器やメーカーに関する情報 

７．自社のノウハウ・人材        8．導入することに対する取引先や顧客の評価向上 

９．従業員の意識向上          10．社屋の問題解決やテナント主の協力 

11．公的な補助・助成          12．すでに十分に導入している 

13．導入や実施は考えていない 

14．その他（                                       ） 
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問１８ 貴事業所で地球温暖化対策の取組を今後推進する上で、市への要望等についてお尋ねします。あて

はまるもの全てに〇をつけてください。 

１．設備投資への助成                ２．設備投資以外の補助事業の拡大 

３．省エネ活動等への奨励金や税制などでの優遇    ４．国、県及び市の政策動向に関する情報提供 

５．国、県及び市の補助金等に関する情報提供     ６．地球温暖化対策に関する技術的な情報提供 

７．災害の増加など事業継続に関するリスクへの対応  ８．補助金活用等の手続きの簡素化 

９．省エネビジネス等の振興             10．特にない 

11．その他（                                       ） 

 

【地球温暖化の影響についてお聞きします】 

 

問１９ 地球温暖化によって現れるとされている影響のうち、貴事業所の業務に影響を与える可能性がある

と思われるものがありますか。あてはまるもの全てに〇をつけてください。 

１．農作物の品質低下や収穫量の減少など 

２．漁獲量の減少や魚種の移り変わりなど 

３．赤潮の増加など 

４．野生生物の減少や植生の変化など 

５．台風や梅雨前線等による集中豪雨・洪水など 

６．猛暑日の増加による熱中症の増加、感染症の増加など 

７．活動に適した期間の変化等による観光客への影響 

８．その他（                                       ） 

９．いずれの影響も受けない 

 

問２０ 地球温暖化対策や気候変動についてご意見がございましたら、ご自由にご記入ください。 

 

 

質問は以上です。お忙しい中、ご協力いただきありがとうございました。 

同封の封筒で〇月〇日までにポストへ投函をお願いします。切手は不要です。 



【資料３－３】環境省：実行計画（区域施策編）の策定の具体的手順について（抜粋）





地域概況等基礎データ収集

庁内進捗状況調査

調査票の作成（事務局）、印刷

配布～回収（事務局）

入力・集計（事務局）

解析

調査結果報告書の作成

排出量調査

排出量の将来推計

CO2吸収量推計

再エネポテンシャルの把握・目標の検討

削減目標の設定・施策（重点施策含む）

の検討

将来ビジョン、ロードマップの作成

12月 1月 2月 3月

環境審議会（計４回開催予定）

骨子案の作成

区域施策編改定スケジュール（案） 7月 8月 9月 10月 11月

素案の作成

計画案の作成

基礎調査

アンケート

調査

温室効果ガ

ス排出量状

況の調査

【資料４】

第2回 11/22：骨子案提示 第4回 1/24：計画案最終提示

第1回 10/25：区域施策編概要・スケジュール提示
第3回 12/26：素案提示

第3、4回の審議会でのご意見を反映させて完成

ポテンシャルにアンケート結果を用いる場合追加


